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定 例 教 育 委 員 会 議 案 等 の 概 要 

議案等 議案（報告）及び改正内容等 備考 

 

報告１ 

 

１ 件   名 

令和４年度採用茨城県公立学校教員選考試験について 

 

 

２ 提案理由等 

令和４年度採用公立学校教員選考試験の概要について説明するもの 

 

 

３ 内   容 

（１）採用予定人数 

（２）出願期間 

（３）試験期日 

（４）主な変更点について 

 

 

４ 提 案 課 

学校教育部高校教育課 

（義務教育課・特別支援教育課・保健体育課） 

 

資料 

番号 

① 
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議案等 議案（報告）及び改正内容等 備考 

 

報告２ 

 

１ 件   名 

  県立高校入学者選抜学力検査の採点ミスに係る対応について 

 

 

２ 提案理由等 

  ３月３日（水）実施の学力検査の採点においてミスがあったことを踏ま

え、全県立高校に全受検者の解答用紙の再点検を指示したところ、その結果

がまとまったので説明するもの 

 

 

３ 内   容 

(1) 全校再点検の結果 

(2) 合格とすべきところを不合格としていた受検生への対応 

(3) 今後に向けた対応 

ア 更なる再点検について 

イ 再発防止及び処分に係る対応 

 

 

４ 提 案 課 

   学校教育部高校教育課 

 

資料 

番号 

② 
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議案等 議案（報告）及び改正内容等 備考 

 

第45号議案 

 

１ 件      名 

次期茨城県教育振興基本計画について 

 

 

２ 提案理由等 

今年度が計画期間の最終年度となる茨城県教育振興基本計画（いばらき

教育プラン）について、次年度以降の計画の方向性について決定をしよう

とするもの 

 

 

３ 内   容 

今年度は現行計画の改訂は行わず、計画期間を延長し、次期計画につい

ては、今後、これまでの取組の実績や、教育をめぐる状況の変化、次期県

総合計画の計画期間や内容との整合を踏まえながら検討する。 

 

 ※上記については、３月１１日の臨時教育委員会において協議済 

 

 

４ 提 案 課 

総務企画部総務課 

 

資料 

番号 

③ 
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議案等 議案（報告）及び改正内容等 備考 

 

第46号議案 

 

１ 件   名 

     茨城県教育委員会公印規則等の一部を改正する規則について 

 

 

２ 提案理由等 

   教育庁の組織見直しに伴い、関係規則について所要の改正をしようとす

るもの 

 

 

３ 内   容 

（１） 茨城県教育委員会公印規則の改正 

    高校教育改革・中高一貫校開設チームの廃止に伴う改正 

（２） 茨城県教育庁組織規則の改正 

     教育改革推進監の設置、高校教育課高校教育改革推進室の設置及び高校

教育改革・中高一貫校開設チームの廃止に伴う改正等 

（３） 茨城県近代美術館管理規則の改正 

「企画普及課」→「企画課」への課名変更に伴う改正 

 

 

４ 施 行 日 

  令和３年４月１日 

 

 

５ 提 案 課 

  総務企画部総務課 

 

資料 

番号 

④ 
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議案等 議案（報告）及び改正内容等 備考 

 

 

第47号議案 

第48号議案 

第49号議案 

第50号議案 

第51号議案 

 

１ 件   名 

（１）茨城県教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令について 

（２）茨城県教育庁等事務専決規程の一部を改正する訓令について 

（３）茨城県教育庁事務代決規程の一部を改正する訓令について 

（４）茨城県教育庁文書管理規程の一部を改正する訓令について 

（５）茨城県教育庁文書等整理保存規程の一部を改正する訓令について 

 

 

２ 提案理由等 

  教育庁の組織見直しに伴い、関係訓令について所要の改正をしようとす

るもの 

 

 

３ 内   容 

高校教育改革・中高一貫校開設チームの廃止に伴い、チームリーダー及

びグループリーダーに関する規定を廃止するもの。 

 

 

４ 施 行 日 

   令和３年４月１日 

 

 

５ 提 案 課 

   総務企画部総務課 

資料 

番号 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
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議案等 議案（報告）及び改正内容等 備考 

 

第52号議案 

 

１ 件   名 

茨城県県立学校処務規程の一部を改正する訓令について 

 

 

２ 提案理由等 

第２次県立高等学校再編整備計画の後期実施計画に基づき平成31年度に

統合した県立高等学校が閉校となることに伴い、当該規則の一部の改正を

しようとするもの 

 

 

３ 内   容 

資料番号⑩別表第４の学校を表示する記号の表中、太田第二高等学校及

び佐竹高等学校に係る項を削除するもの。 

 

 

４ 提 案 課 

学校教育部高校教育改革・中高一貫校開設チーム 

 

資料 

番号 

⑩ 

 


